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令和３年度監査結果に対する措置の内容 

 

Ⅰ 定 期 監 査 

 

市長公室 

政策推進課（監査実施日 令和３年１２月２４日） 

措置報告日 令和３年１２月２８日 

指摘項目 措置内容 

時間外勤務手当支給事務 

 集計上の１時間未満の端数処理誤りによる

未払いが見受けられたので、時間の集計確認

を徹底し、適正な事務処理に努められたい。 

 

課で作成している「時間外勤務実績表」に

事業・支給率別の内訳欄を設け、給与システ

ムから出力される「時間外勤務手当入力確認

リスト」の内訳と相違がないかを確認する。 

 

※支払額誤りは修正対応済み。 

 

 

総務部 

防災危機管理課（監査実施日 令和４年２月２２日） 

措置報告日 令和４年３月１日 

指摘項目 措置内容 

特殊勤務手当及び時間外勤務手当支給事務 

 時間外勤務手当で、次に掲げる事項が見受

けられたので、制度を理解の上、確認を徹底

し、適正な事務処理に努められたい。 

・週休日の週外振替に伴う割増計算漏れによ

る未払い 

・集計上の１時間未満の端数処理誤りによる

未払い 

・休日勤務での正規の勤務時間以外の時間帯

の処理誤りによる未払いと過払い。 

 

週休日の振替え処理及び休日における災害

対応での手当支給について、制度についての

理解が不十分であったことによる命令漏れや

項目違いの手当支給での未払い・過払いが発

生した。 

 各種制度や予算説明会などの通知を再度周

知し、定期的な課内ミーティングで注意喚起

するなどで同様のミスを発生させないように

努める。 

また、時間外勤務命令簿の月末端数処理に

ついては、単純な計算ミスであったため、本

人確認はもちろんであるが、決裁者全員の２

重・３重の検算確認を徹底して同様のミスを

なくす。 

 

※支払額誤りは修正対応済み。 
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資産活用課（監査実施日 令和４年２月２８日） 

措置報告日 令和４年３月１７日 

指摘項目 措置内容 

時間外勤務手当支給事務 

 休日勤務での正規の勤務時間以外の時間帯

の処理誤りによる過払いが見受けられたの

で、制度を良く確認のうえ、支給事務にあた

られたい。 

 

 誤った事務処理の原因は、従事職員及び決

裁権者の条例に対する認識不足によるもので

あり、今後同様の誤った事務処理のないよう

注意し、支給要件などの内容を再度確認させ

るとともに、課内職員にも情報共有を行うこ

とで、再発防止に努めた。 

 

※支払額誤りは修正対応済み。 

 

 

保健福祉部 

保健福祉課（監査実施日 令和４年１月３１日） 

措置報告日 令和４年２月２５日 

指摘項目 措置内容 

時間外勤務手当支給事務 

 次に掲げる事項が見受けられたので、制度

を理解の上、誤記なく、適正な事務処理に努

められたい。 

・集計誤りにより 60時間超えの割増が少なく

なっていたことによる未払い 

・休日勤務での正規の勤務時間以外の時間帯

の処理誤りによる未払いと過払い。 

 

 

 記載内容に不備がないよう、十分に確認を

行うことを各職員、庶務担当で徹底するとと

もに、決裁者による二重三重の確認を行い、

適正な事務処理に努める。 

 

※支払額誤りは修正対応済み。 

社会福祉協議会光熱水費負担金収納事務 

 負担金按分に使用する算定期間に誤りが見

受けられたので、覚書を再度確認し、適正な

事務処理に努められたい。 

 

計算式を改めた新たな計算様式を作成し、

今後間違いが発生しないよう改善した。 

 また、正しい算定期間にて再度算定した金

額については、令和３年度中に請求し、精算

した。 

 今後は、負担金の仕組みの十分な理解のも

と、覚書の規定に基づいた適正な事務処理に

努める。 
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生活支援課（監査実施日 令和４年１月２８日） 

措置報告日 令和４年２月１８日 

指摘項目 措置内容 

特殊勤務手当及び時間外勤務手当支給事務 

 次に掲げる事項が見受けられたので、時間

の集計確認を徹底し、適正な事務処理に努め

られたい。 

・特殊勤務手当で、4時間未満の勤務に対し

て１日分の支給があったことによる過払

い。 

・時間外勤務手当で、時間外勤務命令簿の記

載誤りによる過払い。 

 

  

 日次勤怠及び休暇等に係る各種届出との突

合の徹底を行い、適正に入力、処理をされて

いるかを決裁時においても十分に確認し、チ

ェック体制の充実を図り、当該事務の適正化

に努める。 

 

※支払額誤りは修正対応済み。 

 

 

高齢介護課（監査実施日 令和４年１月２８日） 

措置報告日 令和４年２月７日 

指摘項目 措置内容 

特殊勤務手当及び時間外勤務手当支給事務 

 時間外勤務手当で、次に掲げる事項が見受

けられたので、適正な事務処理に努められた

い。 

・週休日の週外振替に伴う割増計算漏れによ

る未払い 

・休日勤務での正規の勤務時間以外の時間帯

の取扱い誤りによる未払いと過払い。 

 

  

 予算説明会時の内容をミーティング等にお

いて、課内全員で確実に共有することで、適

正な給与の支給に努める。 

 

※支払額誤りは修正対応済み。 
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上下水道部 

経営企画課（監査実施日 令和４年３月２８日） 

措置報告日 令和４年５月１１日 

指摘項目 措置内容 

時間外勤務手当支給事務 

週休日の週外振替に伴う割増計算漏れによ

る未払いが見受けられたので、制度をよく確

認のうえ、支給事務にあたられたい。 

 

  

 再発防止と職員啓発を目的に、発生事象及

び振替勤務制度の勉強会を課内で開催した。 

 

※支払額誤りは修正対応済み。 

 

 

料金課（監査実施日 令和４年３月２８日） 

措置報告日 令和４年４月８日 

指摘項目 措置内容 

特殊勤務手当及び時間外勤務手当支給事務 

 次に掲げる事項が見受けられたので、時間

の集計確認を徹底し、適正な事務処理に努め

られたい。 

・特殊勤務手当で、4時間未満の勤務に対し

て１日分の支給があったことによる過払い

と、勤務実績の支払反映漏れによる未払

い。 

・時間外勤務手当で、週休日振替を誤って時

間単位で行っていたことによる未払い。 

 

  

 月末処理時に庶務事務システムと特殊勤務

報告書の突合について、複数人によるチェッ

クを行う。 

また、週休日の振替等及び休日の代休指定

取扱要領を全ての職員が確認し、制度の正し

い理解を図ります。 

 

※支払額誤りは修正対応済み。 

 

 

次世代育成部 

子育て支援課（監査実施日 令和４年１月２６日） 

措置報告日 令和４年２月２８日 

指摘項目 措置内容 

時間外勤務手当支給事務 

週休日の振替で勤務した日の時間外勤務割

増率誤りによる過払いが見受けられたので、

適正な事務処理に努められたい。 

 

  

制度の再確認を課内で徹底し、申請時・決

裁時に時間外区分に誤りがないか確認のう

え、適正な事務処理に努める。 

 

※支払額誤りは修正対応済み。 
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消防本部 

警備課（監査実施日 令和４年３月２５日） 

措置報告日 令和４年４月８日 

指摘項目 措置内容 

時間外勤務手当支給事務 

 週休日の週外振替における正規の勤務時間

の認識誤りによる過払いが見受けられたの

で、適正な事務に努められたい。 

 

 

  

今回の指摘につきましては、消防全体の問

題として捉え、人件費を所管する消防本部各

課に情報共有する。 

今後は、一般職の職員の給与に関する条例

を把握し遵守するとともに、人件費を所管す

る人事課へ再度確認し、振替勤務に係る時間

外勤務手当の適正な支給方法を確立する。ま

た、課内でのチェック体制を強化し、時間外

勤務手当を適正に処理する。 

 

※支払額誤りの修正対応は、人事課と調整中。 
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Ⅱ 財政援助団体等監査 

 

一般財団法人摂津市施設管理公社（監査実施日 令和４年３月２３日） 

措置報告日 令和４年４月２１日 

指摘項目 措置内容 

経理執行事務 

 財務諸表における現金と預金残高の不一致

が見受けられたので、関係書類間で整合する

よう、適切に処理されたい。 

 

 

 会計処理を複数の職員で実施することで相

互点検し、現金をはじめとする財務関係の数

値が関係書類間で整合するよう徹底した。 

職員手当支給事務 

休日勤務での正規の勤務時間以外の時間帯

の取扱い誤りによる未払いと過払いが見受け

られたので、適正な事務に努められたい。 

 

 

再発防止のために、各種勤務手当の扱いに

ついて、勤務命令簿への記載方法も含めて、

改めて周知と指導を職員に行った。 

 

※支払額誤りは修正対応済み。 

 


